
 

テーマ：「事業再構築補助金」 

1. 補助金制度の目的 

ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会に対応する為、新しい事業展開や

サービスの開拓などに挑戦する中小企業等の支援を目的に設けられました。 

 

2. 補助内容 

※ 緊急事態宣言特別枠（採択件数に限りがあり、不採択の場合でも通常枠で再審査） 

 

 

 

 

 

 

 

3. 申請要件（以下の３つの要件全てを満たしていること） 

 申請前の直近 6 か月間のうち、任意の 3 か月の合計売上高が 2019 年又は 2020 年 

1月～3月の同月 3か月の合計売上高より 10％以上減少している。 

 認定経営革新等支援機関と一定割合以上の付加価値率の上昇を見込んだ事業計画

を策定する（補助額が 3,000万円を超える案件は金融機関も参加して策定する）。 

 事業計画に基づいた新しい分野における事業の開始、これまでと異なるサービスの

提供などといった業態の転換に取り組む。 

 

補助金の詳細は、下記アドレスの事業再構築補助金ホームページにて確認できます。 

https://jigyou-saikouchiku.jp 

事 業 者 補 助 枠 補 助 額 補 助 率 

中小企業 
通 常 枠 100万円 ～ 6,000万円 2/3 

卒 業 枠 6,000万円超 ～ 1億円 2/3 

中堅企業 
通 常 枠 

100万円 

4,000万円超 

～ 

～ 

4,000万円 

8,000万円 

1/2 

1/3 

グローバルＶ字回復枠 8,000万円超 ～ 1億円 1/2 

従 業 員 数 補 助 額 補 助 率 

5人以下 100万円 ～   500万円 
中小企業：3/4 

中堅企業：2/3 
6～20人 100万円 ～ 1,000万円 

21人以上 100万円 ～ 1,500万円 
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